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職場適応訓練委託規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

職場適応訓練委託規則の一部を改正する規則

職場適応訓練委託規則（昭和��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号中「（職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律（平成�年法律第�	号）による改

正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。）」を削り、同条第
号中「第�条第�項第�号イ�から

�まで」を「第�条の�第�項第�号イ�から�まで」に改め、同条第�号中「�年」を「�年」に改め、同条中第�号

を削り、第�号を第�号とし、第	号から第�号までを�号ずつ繰り上げ、第�号及び第�号を削る。

第�条第�号中「及び労働安全衛生法（昭和��年法律第	�号）」を「、労働安全衛生法（昭和��年法律第	�号）その他

の法律」に改める。

第�条中「（受給資格者等、駐留軍関係離職者及び沖縄失業者求職手帳所持者を除く。）」を削り、「に対して、」の

号外第�	号 平成��年�月��日 ()
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職場適応訓練委託規則の一部を改正する規則 （労 働 政 策 課） 

訓練手当支給規則の一部を改正する規則 （ 〃 ） �
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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◇������������ !"#$%��（規則第��号）

� 規則の概要

� 職場適応訓練実施要領の改正に伴い、規定の整備を行うこととした。（第�条・第�条・第�条・第	

条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇��&'()���� !"#$%��（規則第�号）

� 規則の概要

� 国の訓練手当支給要領の改正に伴う規定の整備（第�条・第
条・様式第�号関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。
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平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

次に「予算の範囲内において」を加える。

第�	条第
号中「、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者又は沖縄失業者求職手帳所持者」を「又は一般旅客

定期航路事業等離職者求職手帳所持者」に改め、同条中第�号を削り、第�号を第�号とする。

様式第�号中「第号の�」を「第号の�・第号の�」に改め、「・第��号」、「・第�条第�項」及び「・雇用

保険法第��条・第��条第�項」を削る。
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この規則は、平成��年
月�日から施行する。

訓練手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

�������	


訓練手当支給規則の一部を改正する規則

訓練手当支給規則（昭和��年島根県規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項第
号中「（職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律（平成�年法律第�	号）に

よる改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。）」を削り、同項第�号中「第�条第�項第�号イ

�から�まで」を「第�条の
第�項第�号イ�から�まで」に改め、同項第��号中「�年」を「��年」に改め、同条第

�項中「第�条第�項第�号イ�及び�」を「第�条の
第�項第�号イ�及び�」に改める。

第�条第
項第�号を次のように改める。

� 前項第�号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道��キロメートル未満である者については�����円、その

他の者については	��	�円（第
条第�項の表の第�号の項支給対象者の居住する市町村名の欄に掲げる区域に居住

する者のうち自動車等を使用する距離が片道�	キロメートル以上である者にあっては、�����円）

� �

� この規則は、平成��年
月�日から施行する。

� この規則による改正後の訓練手当支給規則第�条の規定は、平成��年
月�日以後に受けた職業訓練に係る技能習得

手当について適用し、同日前に受けた職業訓練に係る技能習得手当については、なお従前の例による。

号外第�	号 平成��年�月��日(�)

様式第�号（その�）中

「

」

を

� 通所が不

便である者

以外の者

� 自動車等を使用する

距離����未満


 同 ����以上

� 通所が不

便である者
� 同 �	��以上

「

」

に改める。

� 自動車等を使用する距離����未満

� 同 ����以上

� 同 �	��以上


